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長崎県下の建設企業を取り巻く状況

長崎県内の有効求人倍率は1.24倍（常用労働者の全職業計では1.15倍）である一方、建設業関連の職業別では、「建築・土
木技術者」 7.18倍、「建設躯体工事」の従事者 5.72倍など、他の産業の職業と比較して人手不足が深刻。
また、長崎労働局管内の労働基準監督署において実施した長時間労働の疑われる事業場に対する監督指導の結果、建設業の事

業場については、令和4年度に70事業場に実施し、うち労働時間関係の法違反が認められたものは27事業場（約39％）と全体
平均より違反率が高かった。また、このうち月80時間超えの違法な時間外労働が11事業場あり、中には工期内完工の必要から
月106時間の違法な時間外労働が認められた事業場もあった。

＜令和４年度 長時間労働の疑われる事業場に対する監督実績＞
有効求人数

職 業

有効求職者数

有効求人倍率
県計 県計

25,449職業計 22,084 1.15 

36管理的職業従事者 56 0.64 

5,897専門的・技術的職業従事者 3,291 1.79 

725 建築・土木技術者 101 7.18 

2,852事務従事者 5,643 0.51 

2,024販売従事者 1,347 1.50 

6,335サービス職業従事者 2,810 2.25 

716保安職業従事者 168 4.26 

348農林漁業従事者 246 1.41 

2,445生産工程従事者 1,281 1.91 

1,294輸送・機械運転従事者 733 1.77 

1,349建設・採掘従事者 405 3.33 

143 建設躯体工事 25 5.72 

362 建設（建設躯体工事を除く） 105 3.45 

210 電気工事 130 1.62 

633 土木作業 145 4.37 

2,153運搬・清掃・包装等従事者 2,882 0.75 

0分類不能の職業 3,222

＜令和５年９月の長崎県内の職業別有効求人倍率（常用）＞

人手不足が深刻な状況もあり、長時間労働が行われている事業場がみられるこ

とから、人材確保対策を進めつつ、長時間労働の削減に向けた建設企業の取組み

を促進・支援していくことが必要。

※建設業の事業場は、月80時間超は11事業場（うち、月100時間超は7事業場）

長時間労働が疑われる事

業場に対する指導実績



労働局・労働基準監督署と働き方改革推進支援センターとの協働による支援
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長崎労働局・労働基準監督署においては、時間外労働の上限規制等をはじめとする働き方改革関連法の理解を深め
るため、企業への個別訪問や各種機会をとらえての説明会等において助言指導を実施している。また、長崎働き方改
革推進支援センター（労働局委託事業）においては、専門家の派遣等により長時間労働の削減など働き方の見直しに
対する相談対応・助言支援を実施している。

※ 令和５年度は、長崎働き方改革推進支援センターにおいて、長崎県建設業協会と連携協力して、建設業の事業場
を対象とした働き方改革全般に関するセミナーの実施等を行っている（９回実施）。

＜働き方改革推進支援センターの概要＞



長崎働き方改革推進支援センター（労働局委託事業）の概要
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働き方改革に関する様々な課題に対応するワンストップ相談窓口として、社会保険労務士等の専門家が中小企業事

業主の方からの労務管理上の相談に応じています。

【委託先：株式会社東京リーガルマインド】



労働基準監督署における働き方改革関連法等の説明会の実施（一般業種）

長崎労働局管内の労働基準監督署において、個別企業を訪問し、労働時間法制の説明、長時間労働の削減にかかる好事例等の
紹介、働き方改革推進支援助成金の案内等を行うなどにより、長時間労働の削減に向けた自主的な取組みを促進（令和4年度は
509件実施）。また、県内各地域において、建設業を含む全業種を対象として、時間外労働の上限規制等に関する説明会を下記
日程により実施中。

開催月 開催日時 管轄署 会場

令和5年
10月

3日（火） 佐世保 アルカスＳＡＳＥＢＯ 大会議室Ａ

12日（木） 諫早 諫早商工会議所 ３Ｆ大会議室

令和5年
11月

2日（木） 江迎 松浦商工会議所 大ホール

9日（木） 諫早 諫早商工会議所 ３Ｆ大会議室

13日（月） 長崎 長崎県勤労福祉会館 ２Ｆ講堂

17日（金） 佐世保 アルカスＳＡＳＥＢＯ 大会議室Ａ

20日（月） 対馬 対馬市交流センター ３Ｆ大会議室

令和5年
12月

11日（月） 諫早 諫早商工会議所 ３Ｆ大会議室

12日（火） 佐世保 アルカスＳＡＳＥＢＯ 大会議室Ａ

令和6年
1月

11日（木） 長崎 長崎県勤労福祉会館 ２Ｆ講堂

15日（月） 島原 吾妻町ふるさと会館 ２Ｆ研修室

18日（木） 長崎（五島） 福江文化会館 会議室

令和6年
2月

2日（金） 長崎 長崎県勤労福祉会館 ２Ｆ講堂

14日（水） 諫早 諫早商工会議所 ３Ｆ大会議室

16日（金） 島原 島原商工会議所 ３Ｆ大会議室

時間外労働の上限規制等に関する説

明会の日程や参加申し込みについて

は下記二次元コードから確認・申し

込みができます。

そのほか、過重労働防止に関して実

務的に使える知識やノウハウを学ぶ

セミナーも厚生労働省で実施してお

り、下記二次元コードから確認・申

し込みできます。



労働基準監督署における働き方改革関連法等の説明会の実施（建設業関係）①
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名称 主催機関 実施日時 場所 対応署

令和５年度長崎県土木部職員等
専門研修

長崎県建設技術
センター

R5.5.8
大村市池田二丁目１３１１番３
長崎県建設技術研究センター

諫早署

第２９回技術研修会（県南地区）
長崎県森林土木
建設業協会

R5.5.26
諫早市永昌町23-6

長崎県看護協会 大会議室
諫早署

長崎県土木部と長崎県建設業協会
青年部連合会との意見交換会

長崎県
建設業協会

R5.5.30
長崎市尾上町3番1号

長崎県庁行政棟 大会議室
局・
長崎署

令和５年度 技術講習会 長崎新技術研究会 R5.6.28 セントヒル長崎 ３階 長崎署

建設業における上限規制改正及び石
綿則・安衛則改正等に関する研修会

長崎県
解体工事業協会

R5.10.5 三菱重工記念会館講堂 長崎署

長崎労働局及び労働基準監督署では、自治体や業界団体と協力し、あらゆる機会を活用して働き方改革関連法等の説明を実施

している。建設業関係では、令和5年度において以下の主催機関と連携し、各研修等の機会を活用して働き方改革関連法等の説

明を実施しており、今後も実施予定。



労働基準監督署における働き方改革関連法等の説明会の実施（建設業関係）②
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名称 主催機関 実施日時 場所 対応署

令和５年度 建設業法等セミナー 長崎県 R5.10.19 大村建設会館（大村市） 諫早署

令和５年度 建設業法等セミナー 長崎県 R5.10.23 県北建設会館（平戸市田平町） 江迎署

令和５年度 建設業法等セミナー 長崎県 R5.10.26 諫早建設会館（諫早市） 諫早署

令和５年度 建設業法等セミナー 長崎県 R5.10.27 県庁行政棟1階 大会議室Ｂ 長崎署

令和５年度 建設業法等セミナー 長崎県 R5.10.31
島原振興局保健部（県南保険所）

（島原市）
島原署

令和５年度 建設業法等セミナー 長崎県 R5.11.6 五島支部会館（五島市）
長崎署
（五島）

令和５年度 建設業法等セミナー 長崎県 R5.11.8
上五島建設工業協同組合３階会議室

（新上五島町）

長崎署
（五島）

令和５年度 建設業法等セミナー 長崎県 R5.11.10 壱岐建設会館（壱岐市） 対馬署

令和５年度 建設業法等セミナー 長崎県 R5.11.13
県北振興局天満庁舎３階会議室

（佐世保市）
佐世保署

令和５年度 建設業法等セミナー 長崎県 R5.11.16 対馬建設会館（対馬市） 対馬署

長崎労働局及び労働基準監督署では、自治体や業界団体と協力して、あらゆる機会を活用して働き方改革関連法等の説明を実

施している。長崎県との連携により、建設事業者を対象とした以下のセミナーにおいて働き方改革関連法等の説明を実施してい

る。



働き方改革推進支援助成金の活用促進
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関係者間での情報共有等の効率化

ためのアプリケーション導入

元請事業者

下請事業者A

下請事業者B

初期導入費：100万円

助成金：100万円×4/5＝80万円

実質負担：20万円

生産性を向上させ、時間外労働の削減等に取り組む中小企業事業主を対象として、労働能率向上に寄与する設備、

IT機器等の導入、専門家によるコンサルティングなどの経費を一部助成する働き方改革推進支援助成金の活用促進を

通じて、企業の業務効率化の取組みを後押しする。

交付

申請

計画

実行

支給

申請

～助成金支給までの流れ～

～助成金による導入費用軽減例～～助成金活用例～

～長崎県内における利用実績～

令和４年度：65件（うち建設業は５件）

令和５年度（11月2日時点）：20件（うち建設業は７件）



過労死等防止対策推進シンポジウムの開催
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過労死等を防止することの重要性について、県民の自覚を促し、関心と理解を深めるための啓発活動として、「過

労死等防止対策推進シンポジウム」を11月24日に開催。

１ 日時：２０２３年１１月２４日（金） １８：３０～２０：３０

２ 場所：長崎商工会議所ホール
（長崎市桜町４－１）

３ プログラムの内容
（1）基調講演

テーマ 「過労死・過労自殺、働き過ぎを防ぐための職場管理の在り方」

講 師 独立行政法人労働政策研究・研修機構
統括研究員 池添宏邦氏

※ 講師は、労働時間・在宅勤務・テレワークなどに関する研究に携わっており、労働安全衛
生総合研究所との共同研究により、過労死・過労自殺予防の研究にも従事されている。

（2）過労死遺族による体験談発表



働き方・休み方改善ポータルサイトによる各企業の取り組み事例の蓄積
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厚生労働省が設置している働き方・休み方改善ポータルサイトにおいて、各企業の働き方等の改善事例が多数蓄積し

ており、都道府県・業種・企業規模等で事例の抽出が可能。各企業での働き方の見直しの検討に活用。



適用猶予事業・業種の時間外労働の上限規制特設サイト (はたらきかたススメ )
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時間外労働の適用猶予事業・業種（建設業、自動車運転の業務、医師）について、令和６年４月から上限時間の規制

が適用されるため、法令等をわかりやすく動画等を用いて説明。


